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建設水道委員会会議録 

 

１．開催年月日 

   令和元年 ８月２６日   開会１４時００分  閉会 １４時２７分 

２．開催場所 

   委員会室 

３．出席委員名 

   三 宅 文 雄   多 賀 信 祥   細 羽 敏 彦   西 田 久 志 

   佐 藤   豊 

４．欠席委員名 

   な し 

５．その他の会議出席者 

  （１）事務局職員 

    局     長  宮   良 人   主     査  柳 本 兼 志 

６．傍聴者 

  （１）一 般   ０名 

  （２）報 道   ０名 

７．発言の概要 

委員長（三宅文雄君）  皆さんこんにちは。 

 ただいまから建設水道委員会を開会いたします。 

 本日の協議事項は、議会への提案について、委員会行政視察及び９月定例会で実施する所

管事務調査についてでございます。 

 

〈議会への提案の回答について〉 

 

〈別紙、回答案のとおり決定〉 

 

〈委員会行政視察について〉 

 

委員長（三宅文雄君）  前回の委員会において行政視察先の決定を報告しまして、今後事

前質問や聞きたい内容を視察先に伝え、できる限り実りの多い視察とするため、委員各自で

視察内容の事前調査を進めていただくようお願いいたしました。行政視察の日程は１０月１
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６日から１８日となっており、事前質問については１カ月前には視察先に送付いたしたいと

思います。 

 それでは、視察先への事前質問や聞きたい内容について協議いたしたいと思います。 

 まず、視察先への事前質問や聞きたい内容を委員会でどのように取りまとめていくかにつ

いて委員皆様方のご意見をいただきたいと思います。 

委員（多賀信祥君）  ３市にこのたび視察受け入れをお願いしておりますので、委員それ

ぞれに３市に対して質問があるようであれば次回委員会に持ち寄って、また協議をするのが

いいんじゃないかなと思います。 

委員（佐藤 豊君）  それで結構だと思います。 

委員（細羽敏彦君）  それで結構です。 

委員（西田久志君）  結構です。 

委員長（三宅文雄君）  それでは、副委員長のほうから提案がございましたように、委員

会に全員が事前質問とか聞きたい内容を考えて提出するということで。 

 日時等はどのようにしたらいいでしょうか。 

 事務局、お願いいたします。 

主査（柳本兼志君）  先ほど委員長からありましたが、行政視察が１０月１６日から１８

日となっておりまして、事前質問等についてはおおむね１カ月前ぐらいに視察先に通知をし

ておきますと、例えば事前質問の内容について調整が必要となっても、１カ月ありますと十

分双方で対応ができると思いますので、期間が短いんですが、一つの例といたしましては９

月定例会の開会日までに皆さんに出していただくと、議案審査を実施する委員会までにもう

一度協議ができるという日程にはなると思います。ただし、質問等を事前に考える期間は短

くなります。 

 または、議案審査をする委員会までに質問等を考えてきて、その委員会で例えば、この質

問はやめてこの質問を採用するなどを一気に全部一日で決定するというシナリオですと、最

初の協議をいきなり議案審査の委員会でやっていただいてもいいと思います。 

 考えられる日程としては、その２パターンかと思います。 

委員長（三宅文雄君）  もう一回、日にちをはっきり伝えてもらえますか、開会日とか議

案審査の委員会とか。 

主査（柳本兼志君）  開会日の９月２日に建設水道委員会を開催いたします。先ほど議案

審査をする建設水道委員会と言いましたが、日にちは９月１２日に建設水道委員会を開催す

る予定となっております。正式には、議会運営委員会で協議、決定がなされます。 

委員長（三宅文雄君）  ただいま事務局のほうから説明がありましたように、事前質問等
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につきましては１カ月前には視察先に送付したいというふうなことを言われましたので、そ

うしますと９月１２日の委員会ぐらいにはまとめて事務局のほうから送付していかねばなら

ないのかなというふうに思います。そうしますと、それに間に合わすということになれば、

開会式までに、９月２日ですね、余り今から時間がないんですけれども、それぐらいまでに

行政視察先に事前質問とか聞きたい内容等を整理して各人が持ち寄って、９月２日の開会日

の後に開かれる建設水道委員会で協議するという日程で進めていったらどうかと思いますが

……。 

委員（佐藤 豊君）  それでよろしいと思います。 

委員（多賀信祥君）  それで結構です。 

委員長（三宅文雄君）  それでは、開会日の９月２日までに事前質問とか聞きたい内容に

ついて委員の皆様方から提出していただくようにお取り計らいのほどよろしくお願いをいた

します。 

 それから、事務局にお尋ねします。 

 ホテルの喫煙とか禁煙室等の確認をするというふうなことですけれども、これは委員の皆

様に今聞いといたらよろしいんでしょうか。 

主査（柳本兼志君）  もう日程等決まりましたので、できるだけ早目にホテルの予約をと

りたいと思っております。そこで、ホテルには喫煙室、禁煙室というのが大体あるんです

が、本日各委員に喫煙室、禁煙室の別を申し出ていただけたらと思っております。 

委員長（三宅文雄君）  それでは、委員の皆様方から喫煙室、禁煙室をそれぞれ後ほど事

務局のにお伝えいただければと思います。 

 

〈なし〉 

 

委員長（三宅文雄君）  行政視察については終わります。 

 

〈９月定例会で実施する所管事務調査について〉 

 

委員長（三宅文雄君）  前回の委員会において、古き時代の栄華に触れる井原デニムで元

気なまちの再興事業について、建設水道委員会が所管となるため、所管事務調査の実施など

を含めて委員会で検討したい旨の意見が出ました。また、委員会終了後には、事務局より所

管事務調査で調査できる範囲などについての発言もありました。９月定例会で所管事務調査

を実施するのであれば事前の協議が必要だと思われますので、今回このことについて協議い
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たしたいと思います。所管事務調査の実施及び内容について委員皆さんのご意見をいただき

たいと思います。 

委員（多賀信祥君）  やはり、今年度執行される予算もありますので事業の進捗状況な

ど、所管事務調査事項として上げるべきだと思います。 

委員（西田久志君）  同じでございます。よろしくお願いします。 

委員（細羽敏彦君）  同じです。 

委員長（三宅文雄君）  それでは、委員皆様方の所管事務調査についての今後の進め方に

ついてご意見をいただきました。それでは、９月定例会の所管事務調査事項として取り上げ

るという方向で進めていきたいというふうに思います。 

委員（多賀信祥君）  建設水道委員会の所管で大きい事業でもあります稲倉産業団地の進

捗についても気になるところでありますので、同じように所管事務調査事項として上げるべ

きかなと思います。 

 

〈なし〉 

 

委員長（三宅文雄君）  それでは、所管事務調査事項といたしまして、一つは古き時代の

栄華に触れる井原デニムで元気なまちの再興事業と、それから稲倉産業団地、計２件の所管

事務調査を実施するということでよろしいでしょうか。 

 

〈異議なし〉 

 

委員長（三宅文雄君）  それでは、以上２件につきまして所管事務調査事項として取り上

げることに決定をいたしました。 

 以上でこちらからは特にございませんが、皆様から何かございますか。 

 

〈なし〉 

 

委員長（三宅文雄君）  以上をもちまして建設水道委員会を閉会いたします。ご苦労さま

でございました。 



○ 議会への提案内容 

 

 

【回答（素案）】 

この度は、井原市議会へご提案いただきありがとうございます。 

 ○○様からいただきましたご意見・ご提案につきまして、井原市議会から回答させていただきます。 

ご意見・ご提案について、市の関係課（定住観光課６２－８８５０）に確認したところ、「桜土手（井

原堤）の桜の管理につきましては、地元の井原町まちづくりの会に年間委託しており、支障木の剪定や

定期的な巡視を行っていただいております。また、管理委託先のみで対応が困難な場合は、市職員も剪

定に加わり対応しているところであります。 

 しかしながら、家の屋根に掛かる高所の支障木も増えてきておりますので、市としましては、本年度

より専門業者に委託して緊急度に応じた整備を進めてまいることとしております。 

地元住民の皆様には、家の裏や駐車場、土手等に飛散した枯れ枝や落ち葉などの片付けや清掃に取り

組んでおられますことに厚くお礼申し上げますとともに、今後も井原市を代表する観光名所として管理

に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。」とのことでした。 

議会におきましても、市の実施する各種施策や関係団体の実施する様々な事業に注視してまいります。 

今後も市民の皆様からのご意見等を伺いながら、市政発展のため活動してまいりますので、よろしくお

願いいたします。 

内  容 協議先 

桜土手の桜の木のせん定作業をお願いします。 

 

枯れ枝が多く、雨・風で家の裏、駐車場・土手等に散乱している事が頻繁に有り、その

度片づけ・掃除をしています。屋根・ベランダ上にも飛散しています。一度全ての木の剪

定・枝の伐採をして下さい。家に近づき枝が大きくなると大変です。 

中町・下町・本町土手側皆さんからのお願いです。 

 

建設水道 


